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○ 良好な育成環境の保障を通じたすべての子どもの健やかな育ちの支援が必要であり、所得

等によって利用できるサービスの質など子どもの発達保障が左右されない仕組みが必要である

こと

○ 情報の非対称性や、質や成果の評価に困難が伴うこと、選択者（保護者）と最終利用者

（子ども）が異なることといった保育サービスの特性を踏まえ、保護者の利便性等の視点だ

けでなく、子どもの健全な発達保障の視点が重要であること

○ 親としての成長の支援など保育サービスの提供者と保護者の関係は経済取引関係で捉えき

れない相互性があること

○ 急速な児童人口減が現実化している地域の保育機能の維持・向上が図られるような仕組み

が必要であること

○ 保育サービスは、利用の態様等から、生活圏で提供されることが基本の地域性の強いサー

ビスであること

○ 新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの「量」が保障される

こと、また、それを裏付ける財源の確保がなされることが不可欠であること

保育サービスの提供の新しい仕組みの検討に際しての前提
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保育に係る制度改革の検討が必要となっている背景について

保育に係る制度改革の検討が必要となっている背景には、以下のような点があるのではないか。

○ 女性の就業率上昇や働き方の多様化を背景に、保育需要が増大かつ多様化してきており、こうした

変化に対応できる仕組みへの見直しの必要性

○ 就労支援としての役割に対する期待の高まりと、サービスがより多くの子育て家庭に利用されるも
のとなってきたことに対応したシステムの見直しの要請

○ 待機児童の解消が進まない現状からの保育サービスの利用保障や公的責任の強化の要請

・ 現行制度の「保育の実施義務」は、地域の受け入れ能力がない場合には、公費の投入を伴わない

「適切な保護」でもよいとする「実施義務の例外」が認められており、保育の実施を受けられるもの

とそうでないものとの公平性の確保が課題となっている。

○ 働き方の多様化、子育て支援ニーズの深化・多様化を踏まえ、利用者視点に立った仕組みとする

必要性、選択性の向上

・ 提供側の視点からの時間帯による保育の区分ではなく、利用者の視点から、時間帯に関わりなく

必要な時間（量）利用できる柔軟な仕組み

・ 夜間勤務や不規則勤務など保護者の働き方によっては認可保育所を利用できないという状況が

生じない仕組み


